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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　　連結経営指標等

回次
第76期

第３四半期連結
累計期間

第76期
第３四半期連結
会計期間

第75期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年
12月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 27,232 10,846 37,990

経常利益又は経常損失（△）

（百万円）
△123 243 166

四半期純利益または四半期（当期）純損失（△）（百万円） △366 568 △264

純資産額（百万円） － 1,989 2,205

総資産額（百万円） － 26,759 27,657

１株当たり純資産額（円） － 60.72 67.29

１株当たり四半期純利益または四半期（当期）純損失（△）（円） △11.18 17.36 △8.06

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益（円） － － －

自己資本比率（％） － 7.4 8.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
3,067 － △1,877

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△67 － 60

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△14 － △3,424

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） － 4,446 1,460

従業員数（人） － 362 355

　（注）１．売上高には消費税等は含まれていない。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載していない。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 362  

（注）従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を含まず、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員である。

 

(2）提出会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 354  

（注）従業員数は、当社から他社への出向者を含まず、他社から当社への出向者を含む就業人員である。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）受注実績

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

建設事業（百万円） 8,128  

不動産事業（百万円） －  

砕石事業（百万円） －  

その他の事業（百万円） －  

合計（百万円） 8,128  

 

(2）売上実績

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

建設事業（百万円） 10,154  

不動産事業（百万円） 457  

砕石事業（百万円） 227  

その他の事業（百万円） 6  

合計（百万円） 10,846  

　（注）１．当社グループ（当社及び連結子会社）では建設事業以外は受注生産を行っていない。

２．当社グループ（当社及び連結子会社）では生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記

載していない。

３．当社グループ（当社及び連結子会社）の売上高は、通常の営業形態として完成工事高が下半期、特に第４四

半期に偏ることから、通期の業績予想に対し第３四半期迄の売上高の割合が低くなるといった季節的変動が

ある。

４．セグメント間の取引については相殺消去している。

５．当第３四半期連結会計期間における売上実績総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上実績及び

当該売上実績の売上実績総額に対する割合は次のとおりである。

相手先

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額（百万円） 割合（％）

株式会社長谷工コーポレーション 1,800 16.6

阪急電鉄株式会社 1,644 15.1

６．上記の金額には、消費税等は含まれていない。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものである。

(1）業績の状況

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国の金融システム不安の影響が瞬く間に世界中を駆け巡り、円

高、株安を背景に日本の景気も大きく下振れし、雇用環境も悪化、消費にも陰りが一層鮮明となり、結果として日本企

業の大半が収益の大幅な下方修正を余儀なくされるという異常事態に繋がり、先行きに対しても　不透明感が非常に

高まっている状況が続いている。

　当建設業界においては、日銀の金融緩和策にも拘らず金融機関の不動産融資への審査基準が更に厳格化し、新規融資

やリファイナンスも慎重姿勢をとっており、大量に在庫を抱えた不動産ディベロッパー各社の資金繰り破綻が発生、

それによって多くの建設会社には回収不能債権が続出し、更なる金融機関の貸し渋り、不動産価格の下落に拍車を掛

ける形となり、まさに「負の連鎖」を生み出している。

　このようなバブル崩壊過程を凌ぐ厳しい事業環境下にいて、当社グループは量的受注増大から質的な充実、即ち利益

率や生産性の向上、案件やエリアの選択と集中、厳しい与信管理を含めたリスク管理の徹底と現場強化などを既に今

年度当初の経営計画に掲げ、経営環境の激変に対しても第４四半期（通期年度収益）での黒字化死守を目標に堅実な

戦略を掲げ、株式会社長谷工コーポレーションや阪急電鉄株式会社との連携、内部統制システムの再構築など経営基

盤の強化施策を一層推進した。　 

　その結果、当第３四半期連結会計期間における工事受注高は8,128百万円となり、売上高10,846百万円、経常利益243

百万円、四半期純利益568百万円となった。

　

（建設事業）　　建設事業においては、受注高8,128百万円、売上高10,154百万円、営業利益429百万円となった。

（不動産事業）　不動産事業においては、売上高457百万円、営業損失１百万円となった。

（砕石事業）　　砕石事業においては、売上高227百万円、営業利益48百万円となった。

（その他の事業）その他の事業においては、売上高６百万円、営業利益０百万円となった。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　営業活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結会計期間における税金等調整前四半期純利益が574百万円

であり、仕入債務の増加額2,413百万円等の増加要因があったものの、売上債権の増加額2,127百万円、未成工事支出金

の増加額685百万円等の減少要因により△75百万円となった。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入が６百万円あったものの、有形固定資産取得による

支出が８百万円、貸付による支出が７百万円あったこと等により△10百万円となった。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローのマイナスを補うため、短

期借入金1,374百万円を借入れたこと等により1,125百万円となった。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、第２四半期連結会計期間末より

1,040百万円増加し、4,446百万円（第２四半期連結会計期間末比30.5％増加）となった。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について重要な変更

はない。

 

(4）研究開発活動

　特記事項なし。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。　

 

(2）設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はない。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 32,800,000 32,800,000
㈱大阪証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 32,800,000 32,800,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。

 

（３）【ライツプランの内容】

該当事項なし。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

　平成20年10月１日～

　平成20年12月31日
－ 32,800,000 － 1,640 － －

 

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。 
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしている。

 

①【発行済株式】

 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － －  －

議決権制限株式（自己株式等） － －  －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
　（自己保有株式）

普通株式　　　29,000
－  単元株式数1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式  32,666,000     32,666 同上

単元未満株式 普通株式     105,000 －  －

発行済株式総数     32,800,000 －  －

総株主の議決権 －      32,666 －

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が64,000株（議決権の数64個）

含まれている。

 

②【自己株式等】

 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　（自己保有株式）

㈱森組

大阪市中央区道修町

４丁目５番17号
    29,000    －     29,000     0.09

計 －     29,000     －     29,000     0.09

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 75 73 62 56 51 39 34 34 35

最低（円） 49 56 54 48 32 29 19 27 26

　（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものである。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第

14号）に準じて記載している。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 4,446 1,460

受取手形・完成工事未収入金等 14,443 18,358

未成工事支出金 1,971 2,100

たな卸不動産 606 760

材料貯蔵品 99 107

製品 164 144

仕掛品 0 1

その他 714 725

貸倒引当金 △176 △79

流動資産合計 22,270 23,578

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 1,048 1,048

機械、運搬具及び工具器具備品 2,047 2,046

土地 1,580 1,580

リース資産 115 －

減価償却累計額 △2,007 △1,875

有形固定資産計 2,784 2,799

無形固定資産 34 30

投資その他の資産

投資有価証券 371 432

長期貸付金 171 185

長期営業外未収入金 1,799 991

その他 515 516

貸倒引当金 △1,187 △878

投資その他の資産計 1,670 1,249

固定資産合計 4,489 4,078

資産合計 26,759 27,657
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 12,927 14,324

短期借入金 7,826 7,262

未成工事受入金 1,894 1,039

前受金 22 76

完成工事補償引当金 61 81

賞与引当金 － 41

その他 ※1
 412

※1
 481

流動負債合計 23,142 23,306

固定負債

長期借入金 531 1,089

退職給付引当金 1,054 1,055

その他 41 －

固定負債合計 1,627 2,145

負債合計 24,769 25,452

純資産の部

株主資本

資本金 1,640 1,640

資本剰余金 202 202

利益剰余金 157 523

自己株式 △3 △2

株主資本合計 1,996 2,363

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7 △158

評価・換算差額等合計 △7 △158

純資産合計 1,989 2,205

負債純資産合計 26,759 27,657
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高

完成工事高 ※1
 26,035

不動産事業売上高 458

その他の事業売上高 737

売上高合計 27,232

売上原価

完成工事原価 25,112

不動産事業売上原価 452

その他の事業売上原価 635

売上原価合計 26,201

売上総利益

完成工事総利益 923

不動産事業総利益 6

その他の事業総利益 101

売上総利益合計 1,031

販売費及び一般管理費 ※2
 1,045

営業損失（△） △14

営業外収益

受取利息 5

受取配当金 4

保険配当金 4

雑収入 9

営業外収益合計 24

営業外費用

支払利息 117

雑支出 15

営業外費用合計 132

経常損失（△） △123

特別利益

受取契約精算金 ※3
 346

その他 4

特別利益合計 351

特別損失

貸倒引当金繰入額 325

投資有価証券評価損 214

前期損益修正損 13

その他 16

特別損失合計 569

税金等調整前四半期純損失（△） △340

法人税、住民税及び事業税 25

法人税等合計 25

四半期純損失（△） △366
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高

完成工事高 ※1
 10,154

不動産事業売上高 457

その他の事業売上高 234

売上高合計 10,846

売上原価

完成工事原価 9,570

不動産事業売上原価 450

その他の事業売上原価 181

売上原価合計 10,202

売上総利益

完成工事総利益 584

不動産事業総利益 7

その他の事業総利益 52

売上総利益合計 643

販売費及び一般管理費 ※2
 353

営業利益 290

営業外収益

受取利息 1

保険配当金 4

雑収入 2

営業外収益合計 9

営業外費用

支払利息 41

雑支出 15

営業外費用合計 56

経常利益 243

特別利益

受取契約精算金 ※3
 346

その他 4

特別利益合計 351

特別損失

貸倒引当金繰入額 1

前期損益修正損 3

その他 15

特別損失合計 20

税金等調整前四半期純利益 574

法人税、住民税及び事業税 5

法人税等合計 5

四半期純利益 568
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △340

減価償却費 130

貸倒引当金の増減額（△は減少） 420

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1

受取利息及び受取配当金 △9

支払利息 117

投資有価証券評価損益（△は益） 214

売上債権の増減額（△は増加） 3,914

長期営業外未収入金の増減額（△は増加） △816

たな卸不動産の増減額（△は増加） 154

未成工事支出金の増減額（△は増加） 297

未成工事受入金の増減額（△は減少） 854

仕入債務の増減額（△は減少） △1,397

その他 △328

小計 3,209

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △120

法人税等の支払額 △29

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △75

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △1

貸付けによる支出 △12

貸付金の回収による収入 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △67

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 731

長期借入金の返済による支出 △726

リース債務の返済による支出 △18

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,986

現金及び現金同等物の期首残高 1,460

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,446
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価

法によっていたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定している。

　この変更が当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半

期純損失に与える影響はない。

 （２）リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっていたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第

13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平

成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表か

ら適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっている。また、所有権

移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

　この変更が当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半

期純損失に与える影響はない。
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【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．たな卸資産の評価方法   当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、

前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法に

よっている。

  また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて

のみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっている。

２．固定資産の減価償却費の算

定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定する方法によっている。　

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項なし。　

 

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　平成20年度の法人税法の改正を契機として、有形固定資産の経済的耐用年数を見直した結果、第１四半期連結会計期間

より機械装置の耐用年数を変更している。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ16百万円増加

している。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載している。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１．未払法人税等 53百万円

その他 358

※１．未払法人税等 67百万円

その他 414

　２．保証債務

　手付金等保証委託契約

㈱第一プロパレス 30百万円

㈱アービング 3 

計 34 

　２．保証債務

　手付金等保証委託契約

㈱第一プロパレス 8百万円

日本綜合地所㈱ 5 

㈱インベスト 2 

計 16 
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（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１．当社グループの売上高は、通常の営業形態として完成工事高が下半期、特に第４四半期に偏ることから、通期の業

績予想に対し第３四半期迄の売上高の割合が低くなるといった季節的変動がある。

※２．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりである。

給料及び賞与 389百万円

貸倒引当金繰入額 97 

退職給付費用 59 

※３．受取契約精算金は、自ら保有する大阪府柏原市国分の販売用不動産について、期限内においての売却が不成就とな

り、当社、阪急電鉄株式会社及び株式会社長谷工コーポレーションとの間で締結した、平成19年４月27日付「株式譲

渡契約書」（平成19年３月26日付「基本合意書」（当社と株式会社長谷工コーポレーションが建築工事にかかる共

同施工体制の構築等の業務提携を行うことについて、当社、阪急電鉄株式会社及び株式会社長谷工コーポレーション

との間で締結）より承継）に基づき発生した精算金である。

 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１．当社グループの売上高は、通常の営業形態として完成工事高が下半期、特に第４四半期に偏ることから、通期の業

績予想に対し第３四半期迄の売上高の割合が低くなるといった季節的変動がある。

※２．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりである。

給料及び賞与 143百万円

貸倒引当金繰入額 97 

退職給付費用 19 

※３．受取契約精算金は、自ら保有する大阪府柏原市国分の販売用不動産について、期限内においての売却が不成就とな

り、当社、阪急電鉄株式会社及び株式会社長谷工コーポレーションとの間で締結した、平成19年４月27日付「株式譲

渡契約書」（平成19年３月26日付「基本合意書」（当社と株式会社長谷工コーポレーションが建築工事にかかる共

同施工体制の構築等の業務提携を行うことについて、当社、阪急電鉄株式会社及び株式会社長谷工コーポレーション

との間で締結）より承継）に基づき発生した精算金である。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金預金勘定  4,446百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金　 －

現金及び現金同等物　 4,446

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 32,800千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 31千株

 

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項なし。

 

４．配当に関する事項

　該当事項なし。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 
建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

砕石事業
（百万円）

その他の
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 10,154 457 227 6 10,846 － 10,846

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － 12 － 12 (12) －

計 10,154 457 240 6 10,858 (12) 10,846

営業利益又は営業損失（△） 429 △1 48 0 476 (186) 290

  

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 
建設事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

砕石事業
（百万円）

その他の
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 26,035 458 691 46 27,232 － 27,232

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － 19 － 19 (19) 0

計 26,035 458 710 46 27,251 (19) 27,232

営業利益又は営業損失（△） 464 △21 79 4 527 (542) △14

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容

(1）事業区分の方法

　日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。

(2）各区分に属する主要な事業の内容

建設事業………土木・建築その他建設工事全般に関する事業。

不動産事業……不動産の開発・売買、交換及び賃貸並びにその代理、仲介。

砕石事業………砕石、砕砂の製造販売他。

その他の事業…公共施設等の維持管理及び運営。

２．追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　平成20年度の法人税法の改正を契機として、有形固定資産の経済的耐用年数を見直した結果、第１四半期連

結会計期間より機械装置の耐用年数を変更している。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、建設事業で０百万円、砕石事業で16百万円それぞれ

減少している。
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　　本邦以外の国及び地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はない。

 

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　　海外売上高がないため、該当事項はない。

 

（有価証券関係）

 　当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会

計年度の末日に比べて著しい変動が認められる。

 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照
表計上額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 139 132 △7

(2）債券    

国債 14 15 0

合計 154 147 △7

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格である。

なお、当第２四半期連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損214百万円を計上している。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 60.72円 １株当たり純資産額 67.29円

 

２．１株当たり四半期純利益等

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失 △11.18円 １株当たり四半期純利益 17.36円

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在

しないため記載していない。

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

　（注）　算定上の基礎

　１．１株当たり純資産額

 
当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 1,989 2,205

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

普通株式に係る純資産額（百万円） 1,989 2,205

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の

数（千株）
32,768 32,771

 

　２．１株当たり四半期純利益または純損失

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益または純損失（△）（百万円） △366 568

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益または純損失（△）

（百万円）
△366 568

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,770 32,769

 

（重要な後発事象）

該当事項なし。　

 

２【その他】

　該当事項なし。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成21年２月12日

株式会社森組

取締役会　御中
 

あ ず さ 監 査 法 人

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山下　幸一　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 脇田　勝裕　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社森組の平成

20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月1日から平成20年12月31日

まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社森組及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日を

もって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　上

 

　（注）１．上記は、当社（四半期報告書提出会社）が、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したもの

であり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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